
当該表示がされている案件は、週休２日補正により積算しています。

週休２日対象工事における労務費等の補正は当初設計から、４週８休以上の補正係数を乗じた上で予定価格を算出しています。
なお、現場閉所の達成状況を確認後、次のとおり変更を行います。

　・発注者指定型・・・「４週８休以上」に満たないものは、その達成状況にかかわらず、補正分を全額変更減します。（労務費補正1.05→1.00など）
　・受注者希望型・・・「４週８休以上」に満たないものは、その達成状況に応じて補正分を減額変更します。（労務費補正1.05→1.03など）

試行対象工事については、入札公告及び特記仕様書をご確認ください。
令和４年４月１日以降に適用する試行要領については公表準備中ですのでしばらくお待ちください。


